
１ 役割 
次代を担う青少年が、健やかに、のびのび育つように願うのは、保護者のみならず社会全体の願いで

す。そのためには、学校・家庭・地域社会や行政が一体となって、青少年のためのよりよい地域環境を

つくりあげる必要があります。 

このような地域環境をつくりあげるために、青少年指導員は、関係者や関係機関・団体との連携をも

とに、率先して活動を推進する役割を担います。 

 
２ 委嘱と任期 

横浜市青少年指導員は、自治会・町内会等から推薦を受け、市長が委嘱します。任期は２年で、神奈

川県知事からも委嘱されます。（第２7期任期：令和２年４月１日～令和４年３月３１日） 

＜各区青少年指導員の委嘱数（平成 31 年４月１日現在：合計２，６６７人）＞ 

区 鶴見 神奈川 西 中 南 港南 保土ケ谷 旭 磯子 

委嘱数 １３２ １６９ ８２ １０９ １８４ １３７ １７３ ２２６ １５０ 

区 金沢 港北 緑 青葉 都筑 戸塚 栄 泉 瀬谷 

委嘱数 １２６ １６５ １３１ １６７ １１０ ２０２ １０３ １５２ １４９ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各区の活動の詳細は横浜市 HP にて 
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横浜市青少年指導員 

連絡協議会 

 

 

区（ 区長推薦 ） 
 

 

区青少年指導員 

連絡協議会 

 

 

地区連合町内会 
 

各地区青少年指導員 単位町内会 

青少年指導員 

スポーツ推進委員 

民生・児童委員 

子ども会等育成団体 等 

地区内の 

青少年指導員相互の 

協力体制の確立 

区内の 

青少年指導員相互の 

協力体制の確立 

市内の 

区青少年指導員(連絡)

協議会との連絡協調 

※ 青少年関係指導者・育成者団体・機関（町内会・自治会役員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司、 

子ども会等育成団体、少年補導員、ＰＴＡ、学校、警察、行政、企業 等）との連携 
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